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１．2026年３月期第３四半期の連結業績（2025年４月１日～2025年12月31日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2026年３月期第３四半期 10,828 1.7 1,250 20.0 1,425 19.0 1,051 31.4

2025年３月期第３四半期 10,641 5.5 1,042 11.4 1,197 7.7 799 4.5
(注) 包括利益 2026年３月期第３四半期1,851百万円( 75.9％) 2025年３月期第３四半期 1,052百万円(△29.9％)

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

2026年３月期第３四半期 245.86 －

2025年３月期第３四半期 184.95 －

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2026年３月期第３四半期 31,214 23,621 75.7

2025年３月期 29,466 22,265 75.5
(参考) 自己資本 2026年３月期第３四半期 23,616百万円 2025年３月期 22,260百万円

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2025年３月期 － 40.00 － 40.00 80.00

2026年３月期 － 40.00 －

2026年３月期(予想) 50.00 90.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

３．2026年３月期の連結業績予想（2025年４月１日～2026年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 14,000 0.4 1,300 21.2 1,300 6.9 900 15.1 211.30
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更 ： 無

新規 －社( ) 、除外 －社（ ）

期中における重要な子会社の異動に関する注記

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用に関する注記

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

会計方針の変更に関する注記

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2026年３月期３Ｑ 4,967,151株 2025年３月期 4,967,151株

② 期末自己株式数 2026年３月期３Ｑ 759,687株 2025年３月期 707,047株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2026年３月期３Ｑ 4,276,400株 2025年３月期３Ｑ 4,325,208株

※期末自己株式数及び期中平均株式数の算定上控除する自己株式数には、株式給付信託(BBT)にかかる信託口
が保有する当社株式が含まれております。

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は
監査法人によるレビュー

： 有（任意）

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業
績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、個人消費の回復やインバウンド需要の拡大、雇用・所得環

境の改善等により景気の緩やかな回復基調が見られる一方、米国の関税政策、ウクライナ情勢の長期化、中東情

勢の緊迫等不安定な国際情勢の中でエネルギー価格及び原材料価格の高騰や継続的な物価上昇等依然として先行

きが不透明な状況が続いております。

当社グループの主要取引先であります紙パルプ業界の動向について、国内では、紙のデジタル化が引き続き進

んでいることから、新聞用紙及び印刷情報用紙の需要は縮小しつつあります。加えて、板紙等の需要も減少傾向

が見られ、厳しい状況が続いております。一方海外では、アジア地域において通販市場の拡大に伴い板紙及び衛

生用紙の需要はあるものの、新聞用紙及び印刷情報用紙は国内と同様に需要の減少傾向が続くと見込んでおりま

す。

当社では、早くから市場規模の大きな主要地域に進出し、グローバルな販売体制網構築による販売力強化でシ

ェア拡大を目指してまいりました。コスト競争力を強化するべく抄紙用フエルトの生産体制の最適化に努めてお

りますが、品質面で世界的に評価されている衛生用紙向けベルトの積極的な拡販を指向し、ベルト生産体制の見

直しにも着手したことにより生産量が増加いたしました。加えて、当年度中のベルト生産設備稼働により生産能

力の更なる向上も図ってまいります。

このような状況の中、海外フエルトの増販に加え、為替が円安に推移した影響により、当社グループの連結売

上高は10,828百万円（前年同期比1.7％増）となりました。損益の状況につきましては、連結営業利益は1,250百

万円（前年同期比20.0％増）、連結経常利益は1,425百万円（前年同期比19.0％増）、親会社株主に帰属する四半

期純利益は1,051百万円(前年同期比31.4％増）となりました。

セグメントごとの経営成績は次のとおりです。

＜抄紙用具関連事業＞

（日本）

内需につきましては、抄紙用フエルトは厳しい環境の中、衛生用紙向け製品の積極的な受注活動推進によ

り販売数量が横ばいに推移いたしました。輸出につきましては、抄紙用フエルトは中国国内の一部顧客の商

流を子会社からの販売に変更したため販売数量が減少いたしました。

これにより、売上高は6,349百万円（前年同期比6.4％減）となりました。

（北米）

抄紙用フエルトは、受注回復により販売数量が増加いたしました。

これにより、売上高は1,473百万円（前年同期比14.5％増）となりました。

（欧州）

抄紙用フエルトは、受注活動推進により販売数量が増加いたしました。

これに加え為替影響により、売上高は1,979百万円（前年同期比19.3％増）となりました。

（中国）

抄紙用フエルト及び抄紙用ベルトは、需要増により販売数量が増加いたしました。

これに加え為替影響により、売上高は290百万円（前年同期比6.1％増）となりました。

（タイ）

抄紙用フエルトは、大手顧客からの受注増により販売数量が増加いたしました。抄紙用ベルトは、販売数

量が増加いたしました。

これに加え為替影響により、売上高は352百万円（前年同期比26.1％増）となりました。

＜工業用事業＞

工業用フエルトは、輸出向けの販売数量が増加いたしました。

これにより、売上高は382百万円（前年同期比6.2％増）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1,747百万円増加し、31,214百

万円となりました。これは主として投資有価証券が1,094百万円、有形固定資産その他が816百万円増加したこと

によるものです。

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ391百万円増加し、7,592百万円となりました。これは主として

流動負債その他が513百万円増加した一方、賞与引当金が250百万円減少したことによるものです。

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1,355百万円増加し、23,621百万円となりました。これは主と

して利益剰余金が699百万円、その他有価証券評価差額金が722百万円増加したことによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第３四半期連結累計期間における経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、2025年10

月31日に公表いたしました2026年３月期通期連結業績予想を上回る進捗となっておりますが、同公表資料に記載

の老朽化施設の解体による営業外費用の発生につきましては第４四半期にも計上を見込んでおり、現時点では当

該費用の計上を勘案して通期連結業績は現行予想の範囲内に収まる見通しです。このため、通期連結業績予想の

修正は行っておりません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2025年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2025年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,398 5,973

受取手形及び売掛金 4,851 4,949

商品及び製品 1,537 1,635

仕掛品 1,176 1,121

原材料及び貯蔵品 868 908

その他 162 276

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 14,991 14,860

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,591 3,455

機械装置及び運搬具（純額） 2,210 2,038

リース資産（純額） 62 81

その他（純額） 2,583 3,400

有形固定資産合計 8,448 8,975

無形固定資産 273 534

投資その他の資産

投資有価証券 5,682 6,777

繰延税金資産 27 22

その他 162 163

貸倒引当金 △119 △119

投資その他の資産合計 5,753 6,843

固定資産合計 14,474 16,353

資産合計 29,466 31,214
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2025年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2025年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 714 813

短期借入金 860 756

リース債務 23 24

未払法人税等 184 116

賞与引当金 460 209

役員賞与引当金 33 -

その他 1,149 1,663

流動負債合計 3,425 3,583

固定負債

リース債務 42 64

繰延税金負債 731 1,141

役員株式給付引当金 215 177

退職給付に係る負債 2,691 2,526

その他 94 98

固定負債合計 3,775 4,009

負債合計 7,201 7,592

純資産の部

株主資本

資本金 3,594 3,594

資本剰余金 2,335 2,335

利益剰余金 13,714 14,414

自己株式 △1,138 △1,281

株主資本合計 18,507 19,063

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,919 3,642

為替換算調整勘定 425 562

退職給付に係る調整累計額 408 347

その他の包括利益累計額合計 3,753 4,552

非支配株主持分 4 5

純資産合計 22,265 23,621

負債純資産合計 29,466 31,214
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)

売上高 10,641 10,828

売上原価 6,008 5,916

売上総利益 4,633 4,911

販売費及び一般管理費 3,590 3,660

営業利益 1,042 1,250

営業外収益

受取利息及び配当金 140 198

為替差益 5 25

支払補償費戻入額 - 40

その他 45 57

営業外収益合計 190 321

営業外費用

支払利息 5 9

賃貸費用 10 10

固定資産除却損 2 114

貸与資産経費 7 8

その他 9 4

営業外費用合計 35 147

経常利益 1,197 1,425

特別損失

減損損失 1 6

特別損失合計 1 6

税金等調整前四半期純利益 1,195 1,418

法人税、住民税及び事業税 279 322

法人税等調整額 115 44

法人税等合計 395 366

四半期純利益 800 1,051

非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0

親会社株主に帰属する四半期純利益 799 1,051
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)

四半期純利益 800 1,051

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 176 722

為替換算調整勘定 78 137

退職給付に係る調整額 △2 △61

その他の包括利益合計 252 799

四半期包括利益 1,052 1,851

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,051 1,850

非支配株主に係る四半期包括利益 0 1
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 2024年４月１日 至 2024年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント

調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

抄紙用具関連事業
工業用
事業

計

日本 北米 欧州 中国 タイ

売上高

外部顧客への
売上高

6,782 1,286 1,659 273 279 359 10,641 － 10,641

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

2,336 － － 191 42 4 2,575 △2,575 －

計 9,118 1,286 1,659 464 322 364 13,217 △2,575 10,641

セグメント利益 2,073 12 80 61 16 25 2,270 △1,227 1,042

(注) １ セグメント利益の調整額△1,227百万円には、セグメント間消去62百万円、各報告セグメントに配分してい

ない全社費用△1,308百万円、棚卸資産の調整額△35百万円、為替レート差額43百万円が含まれています。

全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

３ 地域ごとの情報

売上高 (単位：百万円)

日本 北米・中南米
欧州・中東・
アフリカ

中国
アジア・
オセアニア

合計

4,235 1,286 1,659 2,016 1,443 10,641

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しています。
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 2025年４月１日 至 2025年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント

調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

抄紙用具関連事業
工業用
事業

計

日本 北米 欧州 中国 タイ

売上高

外部顧客への
売上高

6,349 1,473 1,979 290 352 382 10,828 － 10,828

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

2,865 － － 297 39 4 3,206 △3,206 －

計 9,214 1,473 1,979 587 392 386 14,034 △3,206 10,828

セグメント利益 2,238 51 91 70 20 26 2,498 △1,247 1,250

(注) １ セグメント利益の調整額△1,247百万円には、セグメント間消去73百万円、各報告セグメントに配分してい

ない全社費用△1,271百万円、棚卸資産の調整額△249百万円、為替レート差額196百万円が含まれていま

す。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

３ 地域ごとの情報

売上高 (単位：百万円)

日本 北米・中南米
欧州・中東・
アフリカ

中国
アジア・
オセアニア

合計

4,145 1,473 1,979 1,742 1,487 10,828

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しています。

（表示方法の変更）

前第３四半期連結累計期間において、「北米」「欧州」「その他の地域」と掲記しておりました地域名に

ついては、「その他の地域」の売上高の増加および地域区分の明確化のため、第１四半期連結会計期間より

それぞれ「北米・中南米」「欧州・中東・アフリカ」「アジア・オセアニア」と掲記しております。この表

示方法の変更を反映させるため、前第３四半期連結累計期間の「地域ごとの情報」の売上高を組替えており

ます。

この結果、前第３四半期連結累計期間の「北米」に表示していた1,007百万円は、「北米・中南米」1,286

百万円に、前第３四半期連結累計期間の「欧州」に表示していた1,299百万円は、「欧州・中東・アフリ

カ」1,659百万円とし、新たに「アジア・オセアニア」地域を設けております。

（キャッシュ・フロー計算書に関する注記）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、第３四半期

連結累計期間における減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)

減価償却費 736百万円 724百万円
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独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書

２０２６年２月１３日

イ チ カ ワ 株 式 会 社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東 京 事 務 所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 鈴 木 真 紀 江

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 中 野 裕 基

監査人の結論

当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられているイチカワ株式会社の２０２５年４月１日から２０２

６年３月３１日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（２０２５年１０月１日から２０２５年１２月３１日ま

で）及び第３四半期連結累計期間（２０２５年４月１日から２０２５年１２月３１日まで）に係る四半期連結財務諸表、

すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について期中レビュー

を行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務

諸表等の作成基準第４条第１項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（た

だし、四半期財務諸表等の作成基準第４条第２項に定める記載の省略が適用されている。）に準拠して作成されていな

いと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。

期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記

載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適

用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責

任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

その他の事項

会社の２０２５年３月３１日をもって終了した前連結会計年度の第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期

間に係る四半期連結財務諸表は、期中レビューが実施されていない。

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第４条第１項及び我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、四半期財務諸表等の作成基準第４条第２項に定める記

載の省略が適用されている。）に準拠して四半期連結財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による

重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること

が含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第４条第１項及び我が国におい

て一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、四半期財務諸表等の作成基準第４条第２項

に定める記載の省略が適用されている。）に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を

開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
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る。

四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手

続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年

度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期

財務諸表等の作成基準第４条第１項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準

（ただし、四半期財務諸表等の作成基準第４条第２項に定める記載の省略が適用されている。）に準拠して作成されて

いないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら

れる場合は、期中レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性

に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論

を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将

来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第４条第１項及

び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、四半期財務諸表等の作成基

準第４条第２項に定める記載の省略が適用されている。）に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められな

いかどうかを評価する。

・四半期連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人

の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発

見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上


